
○
財
務
省
令
第
二
号 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
外
国
為

替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
及
び
同
令
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
為
替
の
取
引
等

の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

財
務
大
臣 

片
山
さ
つ
き 

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の



 

 

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

            



 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

後 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

前 

（
報
告
を
要
し
な
い
資
本
取
引
の
範
囲
） 

第
五
条 

［
略
］ 

２ 

令
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
資
本

取
引
は
、
令
第
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
財
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
に

従
っ
て
行
っ
た
資
本
取
引
、
又
は
次
に
掲
げ
る
資
本
取
引
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
九 

略
］ 

十 

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
本
邦
に
あ
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

 

イ 

非
居
住
者
が
当
該
非
居
住
者
又
は
当
該
非
居
住
者
の
親
族
若
し
く
は 

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た
本
邦
に

あ
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

ロ 

本
邦
に
お
い
て
非
営
利
目
的
の
業
務
を
行
う
非
居
住
者
が
当
該
業
務

の
遂
行
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た
本
邦
に
あ
る
不
動
産
に
関
す
る
権

利
の
取
得 

ハ 

非
居
住
者
が
当
該
非
居
住
者
の
事
務
所
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た

本
邦
に
あ
る
不
動
産
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

 

［
十
一
～
二
十 

略
］ 

 
 
 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 

（
報
告
を
要
し
な
い
資
本
取
引
の
範
囲
） 

第
五
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

    

［
一
～
九 

同
上
］ 

十 

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は
こ
れ
に
関
す
る
権

利
の
取
得 

イ 

非
居
住
者
が
当
該
非
居
住
者
又
は
当
該
非
居
住
者
の
親
族
若
し
く
は

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た
本
邦
に

あ
る
不
動
産
又
は
こ
れ
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

ロ 

本
邦
に
お
い
て
非
営
利
目
的
の
業
務
を
行
う
非
居
住
者
が
当
該
業
務

の
遂
行
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た
本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は
こ
れ
に

関
す
る
権
利
の
取
得 

ハ 

非
居
住
者
が
当
該
非
居
住
者
の
事
務
所
の
用
に
供
す
る
た
め
行
っ
た

本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は
こ
れ
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

ニ 

非
居
住
者
が
他
の
非
居
住
者
か
ら
行
っ
た
本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は

こ
れ
に
関
す
る
権
利
の
取
得 

［
十
一
～
二
十 

同
上
］ 

 
 
 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 



 

第
三
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
第
八
号
並
び
に
第
十
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
為
替
及
び
外
国

貿
易
管
理
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
に
係

る
対
外
直
接
投
資
で
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
法
第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

第
四
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で 

削
除 

                 

第
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
十

条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
為

替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ

た
届
出
に
係
る
対
外
直
接
投
資
で
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
及
び

改
正
法
の
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
は
、
法
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

第
四
条 

法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
居
住
者
が
自
己
の
資
本
取
引
の
相
手
方
と
な
る
者
の
報
告
を
要
し
な
い
こ

と
と
し
た
い
期
間
を
平
成
十
年
四
月
中
に
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
居
住
者
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
の
日
か
ら
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
一
月

前
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
前
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
届
出
に
関
す

る
大
蔵
大
臣
の
事
務
の
委
任
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
第
二
号
の
規
定
の

例
に
よ
る
。 

（
移
行
期
間
中
の
報
告
の
特
例
） 

第
五
条 

承
認
金
融
機
関
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
移
行
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
っ
た
外
国
為
替

業
務
に
係
る
取
引
又
は
行
為
に
つ
い
て
報
告
を
す
る
と
き
は
、
第
十
四
条
第

一
項
第
二
号
、
同
項
第
三
号
、
同
項
第
七
号
か
ら
同
項
第
九
号
ま
で
、
同
条

第
二
項
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
及
び
各
項
に

規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
報
告
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

資
産
及
び
負
債
の
状
況
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
五
十
五 



 

                          

二 

対
外
支
払
手
段
等
の
売
買
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
五
十
六 

三 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
五
十
七
か
ら
第
六

十
ま
で 

四 

貸
付
金
の
実
行
状
況
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
六
十
一 

五 

外
貨
証
券
の
売
買
状
況
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
六
十
二 

六 

円
払
証
券
の
売
買
状
況
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第
六
十
三 

七 

利
子
、
配
当
金
又
は
手
数
料
の
支
払
等
に
関
す
る
報
告 

別
紙
様
式
第

六
十
四 

第
六
条 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
対
外
支
払
手
段
等
の
売
買
に
関
す
る
報
告

を
す
る
者
の
う
ち
、
銀
行
等
又
は
証
券
会
社
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
対

外
支
払
手
段
等
の
売
買
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
銀
行
等
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
五
十

六
に
よ
り
、
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
六
十
五
に
よ
り
報
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
報
告
を
す

る
者
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
状
況
に
つ
い
て
、

同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
銀
行
等

に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
五
十
七
か
ら
第
六
十
ま
で
に
よ
り
、
証
券
会
社
に

あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
五
十
九
及
び
第
六
十
六
に
よ
り
、
保
険
会
社
、
証
券

投
資
信
託
委
託
業
者
及
び
金
融
先
物
取
引
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
六

十
六
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
実
行
の
状

況
に
関
す
る
報
告
を
す
る
銀
行
等
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
貸
付
け
の
実

行
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る

様
式
に
代
え
て
、
別
紙
様
式
第
六
十
一
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
証
券
の
売
買
の
契
約
の
状
況
に
関
す
る



 

                          

報
告
を
す
る
者
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
に

お
け
る
証
券
の
売
買
の
契
約
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
条
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
銀
行
等
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第

六
十
七
及
び
第
六
十
八
に
よ
り
、
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
六
十

八
及
び
第
六
十
九
に
よ
り
、
保
険
会
社
及
び
証
券
投
資
信
託
委
託
業
者
に
あ

っ
て
は
別
紙
様
式
第
六
十
七
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
貨
証
券
の
売
買

の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
す
る
者
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
居
住
者
と
非

居
住
者
と
の
間
に
お
け
る
外
貨
証
券
の
売
買
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
銀
行
等
に
あ
っ
て

は
別
紙
様
式
第
六
十
二
に
よ
り
、
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
七
十

に
よ
り
、
保
険
会
社
及
び
証
券
投
資
信
託
委
託
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式

第
七
十
一
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
円
払
証
券
の
売
買
の
状

況
に
関
す
る
報
告
を
す
る
者
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ
た
居
住
者
と
非
居
住

者
と
の
間
に
お
け
る
円
払
証
券
の
売
買
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
銀
行
等
に
あ
っ
て
は
別

紙
様
式
第
六
十
三
に
よ
り
、
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
七
十
二
に

よ
り
、
保
険
会
社
及
び
証
券
投
資
信
託
委
託
業
者
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第

七
十
三
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
一
条 

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
銀
行
等
の
資
産
及
び
負
債
の
状
況
に

関
す
る
報
告
を
す
る
銀
行
等
は
、
移
行
期
間
中
の
毎
月
末
現
在
に
お
け
る
資

産
及
び
負
債
の
残
高
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え
て
、
別
紙
様
式
第
五
十
五
に
よ
り
報
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

第
十
二
条 

第
十
六
条
第
三
項
、
第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
三
項
又
は



 

            

［
第
十
四
条
・
第
十
五
条 

略
］ 

 

［
条
を
削
る
。
］ 

           

第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
為
替
業
務
に
係
る
利
子
、
配
当
金

又
は
手
数
料
の
支
払
等
に
関
す
る
報
告
を
す
る
者
は
、
移
行
期
間
中
に
行
っ

た
外
国
為
替
業
務
に
係
る
利
子
、
配
当
金
又
は
手
数
料
の
支
払
等
の
状
況
に

つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
様
式
に
代
え

て
、
銀
行
等
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
六
十
四
に
よ
り
、
証
券
会
社
に
あ
っ

て
は
別
紙
様
式
第
七
十
四
に
よ
り
、
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
七

十
五
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
三
条 

附
則
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

旧
省
令
に
規
定
す
る
報
告
書
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

こ
の
省
令
の
別
紙
様
式
第
三
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

旧
省
令
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
別
紙
様
式
第
九
（
一
）
及
び
第
九

（
二
）
に
よ
る
報
告
書
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
第
十
四
条
・
第
十
五
条 

同
上
］ 

（
平
成
三
十
一
年
四
月
中
に
し
た
支
払
等
に
係
る
報
告
の
特
例
） 

第
十
六
条 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
等
の
報
告
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
に
し
た
当
該
支
払
等
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
当
該
支
払
等
を
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

２ 

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
等
の
報
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

平
成
三
十
一
年
四
月
中
に
し
た
当
該
支
払
等
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該

支
払
等
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
十
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
平

成
三
十
一
年
五
月
十
四
日
ま
で
に
」
と
す
る
。 



 

別
表
第
一 

国
際
収
支
項
目
番
号 

（
第
三
十
七
条
関
係
） 

注 

こ
の
表
に
お
け
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

「
親
子
会
社
等
又
は
関
連
企
業
へ
の
対
外
投
資
」
と
は
、
居
住
者
に
よ

る
次
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
投
資
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
投
資

を
い
い
、
「
親
子
会
社
等
又
は
関
連
企
業
へ
の
対
内
投
資
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
か
ら
の
居
住
者
へ
の
投
資
を
い
う
。 

［
イ
～
ニ 

略
］ 

ホ 

ニ
に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
二
十
以
上
の

議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

ヘ 

当
該
居
住
者
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有
さ
れ
て
い
る
者

に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
二
十
以
上
の
議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て

い
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

ト 

当
該
居
住
者
の
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
等
を
所
有

す
る
居
住
者
（
非
居
住
者
に
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有
さ
れ
て
い

る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
親
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
に
よ
り
、
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人

（
ロ
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
ヌ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

 
 

チ 

ト
に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所
有
さ
れ
て

い
る
外
国
法
人
及
び
当
該
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所

有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
、
ホ
及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

 
 

リ 

当
該
居
住
者
の
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
等
を
所
有

す
る
居
住
者
（
特
定
親
会
社
を
除
く
。
）
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分

別
表
第
一 

国
際
収
支
項
目
番
号 

（
第
三
十
七
条
関
係
） 

注 

こ
の
表
に
お
け
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

［
同
上
］ 

    

［
イ
～
ニ 

同
上
］ 

ホ 

前
号
に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
二
十
以
上

の
議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
） 

ヘ 

［
同
上
］ 

  

［
加
え
る
。
］ 

     

［
加
え
る
。
］ 

   

［
加
え
る
。
］ 

 



 

の
十
以
上
の
議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ハ
か
ら
ト
ま

で
及
び
ヌ
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
外
国
法
人
を
除
く
。
） 

 
 

ヌ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
に
よ
り
、
総
議
決
権
等
の
全
部
を

所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

  
 

ル 

ヌ
に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所
有
さ
れ
て

い
る
外
国
法
人
及
び
当
該
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所

有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

ヲ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十

以
上
の
議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及

び
ヌ
に
掲
げ
る
外
国
法
人
を
除
く
。
） 

 
 

ワ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有

す
る
外
国
法
人
及
び
当
該
外
国
法
人
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有

す
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
ヌ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

 
 

カ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
の
議
決

権
等
を
所
有
す
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十
以
上
の

議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
ヲ
及
び

ワ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

「
対
外
投
資
に
係
る
外
国
関
連
企
業
」
と
は
、
一
の
ニ
か
ら
リ
ま
で
に

掲
げ
る
外
国
法
人
を
い
う
。 

三 

「
対
内
投
資
に
係
る
外
国
関
連
企
業
」
と
は
、
一
の
ヌ
か
ら
カ
ま
で
に

掲
げ
る
外
国
法
人
を
い
う
。 

［
四
～
六 

略
］ 

  

ト 

外
国
親
会
社
等
又
は
当
該
居
住
者
の
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十
以
上

の
議
決
権
等
を
所
有
す
る
居
住
者
（
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
親
会

社
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所
有
さ
れ
て
い
る

外
国
法
人
（
ロ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

チ 

ト
に
掲
げ
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所
有
さ
れ
て

い
る
外
国
法
人
及
び
当
該
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
全
部
を
所

有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

リ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十

以
上
の
議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ハ
か
ら
ト
ま
で
に

掲
げ
る
外
国
法
人
を
除
く
。
） 

ヌ 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有

す
る
外
国
法
人
及
び
当
該
外
国
法
人
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
を
所
有

す
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

ル 

外
国
親
会
社
等
又
は
特
定
親
会
社
の
総
議
決
権
等
の
過
半
数
の
議
決

権
等
を
所
有
す
る
外
国
法
人
に
よ
り
総
議
決
権
等
の
百
分
の
十
以
上
の

議
決
権
等
を
所
有
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
（
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
リ
及
び

ヌ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

「
対
外
投
資
に
係
る
外
国
関
連
企
業
」
と
は
、
一
の
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
に

掲
げ
る
外
国
法
人
を
い
う
。 

三 
「
対
内
投
資
に
係
る
外
国
関
連
企
業
」
と
は
、
一
の
ト
か
ら
ル
ま
で
に

掲
げ
る
外
国
法
人
を
い
う
。 

［
四
～
六 
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

別
紙
様
式
第
二
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

別紙様式第二十二 根拠法規：外国為替の取引等の

　　　　　報告に関する省令

主務官庁：財  務  省

財 務 大 臣 殿  報告年月日：

（日本銀行経由） 報告者：

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名

国 籍

住 所 又 は 所 在 地

職 業 又 は 業 種

代理人：
氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名

住 所 又 は 所 在 地

職 業 又 は 業 種

責 任 者 の 氏 名

担 当 者 の 氏 名

（ 電 話 番 号 ）

１　取　得　の　内　容 イ　購入

　（該当分に○） ロ　抵当権設定

ハ　賃借 （始期：　終期：）

ニ　その他 （具体的に記入すること。）

イ　居住者

ロ　非居住者

ニ　その他 （具体的に記入すること。）

２　不　動　産　の　内　容

イ　土地（面　積　　　　 ㎡）

ロ　建物（延面積　　　　 ㎡）

ハ　その他 （具体的に記入すること。）

３　取　得　年　月　日

４　取　得　の　対　価

（記入要領）

　１  西暦により記入すること。      

　２  「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。

　３  「１　取得の内容」欄において「目的　ニ　その他」に該当する場合には、具体的な内容を例にならって記入

　　　すること。

　　　（例：事業開発目的、投資目的）

　４　「４　取得の対価」欄には実際の取引通貨をもって記入することとし、「１　取得の態様」欄において「ロ　抵

　　　当権設定」に該当する場合には抵当権設定により担保される金額を、「ハ　賃借」に該当する場合には一定期間

　　　における賃借料及び当該期間をそれぞれ次の例にならってかっこ書すること。

　　　（例：（担保される債権の額　１００万米ドル）、（賃借料　１００万円／月））

　本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書　

ハ　報告者の事務所用

態 様

取 引 の

相 手 方

イ　報告者等の居住用目 的

ロ　報告者が行う非営利目的業務用

（日本産業規格Ａ４）

所 在 地

不 動 産

面 積

（ 該 当

分に○）

番 号



 

 

別
紙
様
式
第
五
十
五
か
ら
第
七
十
五
ま
で
の
様
式
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
の
取
引
等
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
二
十
二
に
基
づ
き
報
告
を
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う
ち
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
本
邦
に
あ
る
不
動
産
又
は
こ
れ
に
関
す
る

権
利
の
取
得
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
紙
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
二

十
二
に
よ
る
報
告
書
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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